
『    黒松内つくし園行動計画』 

２０２３年４月１日 第５期計画 

 

社会福祉法人黒松内つくし園職員（以下「職員」という。）が、仕事と子育て 

を両立させることができ、全ての職員がその能力を充分に発揮できるような雇用 

環境の整備を行うとともに、次世代育成支援について地域に貢献する法人となる 

ため、次のように『行動計画』を策定する。 

 

１ 計画期間  ２０２３年４月１日から 2028年３月３１日までの５年間 

 

２ 内  容 

目標１ 男性職員の出産休暇（特別休暇）の取得率を３０％以上にする。 

 

 ＜対策＞ 

・２０２３年度～子供が生まれる予定の職員で本人の希望があった場合、個

別に出産休暇の説明をする。 

・２０２３年度～内部監査にて実績を把握するとともに、取得を推進するよ

う指導する。 

・２０２３年度～出産休暇を取得しやすいよう、規程の変更を検討する。 

 

 

目標 2 土曜日学童保育の利用児童数を、年 100名以上（延べ人数）にする。 

 

＜対策＞ 

・２０２３年度～保育所の家庭通信や法人ＨＰにて制度を周知する。 

・２０２３年度～該当職員には、要項等を渡し利用の申し込みを進める。 
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